
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原判決中被告人Ａの第一審判決判示第二の罪および同判決判示第三の罪

に関する部分ならびに被告人Ｂに関する部分を破棄する。

　　　　　右部分に関する本件を名古屋高等裁判所金沢支部に差し戻す。

　　　　　被告人Ａの原判決中同被告人の第一審判決判示第一の罪に関する部分に

対する本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　被告人両名の弁護人古屋東の上告趣意は、事案誤認の主張であつて、刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。

　また記録を調べても、原判決中被告人Ａの第一審判決判示第一の罪に関する部分

につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

　原判決中その余の部分につき職権をもつて調査すると、原判決の維持した第一審

判決は、その判示第二および判示第三の事実において、被告人Ｂが被告人Ａの業務

に関し昭和二六年度および同二七年度の被告人Ａの所得に対する所得税を逋脱しよ

うと企て故意に所得を秘匿して確定申告書を提出せずもつて右両年度の所得税を不

正に免れたとの事実を認定し、これに対し、被告人Ｂについては、所得税法六九条

一項、被告人Ａについては、同法七二条、六九条一項を適用している。しかし、所

得税法六九条一項によつて「詐偽その他不正の行為」により所得税を免れた行為が

処罰されるのは、詐偽その他不正の手段が積極的に行われた場合に限るのであつて、

たとえ所得税逋脱の意思によつてなされた場合においても、単に確定申告書を提出

しなかつたという消極的な行為だけでは、右条項にいわゆる「詐偽その他不正の行

為」にあたるものということはできない（昭和二四年（れ）第八九三号同年七月九

日第二小法廷判決、集三巻八号一二一三頁参照）。したがつて、単に確定申告書を

提出しないで所得税を免れた事実を認定しながら、これに対し右条項を適用した第
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一審判決には、法令の適用を誤つた違法があり、これを看過した原判決もまた違法

であるというべきである。そして右違法は、原判決中被告人Ａの第一審判決判示第

二の罪および同判決判示第三の罪に関する部分ならびに被告人Ｂに関する部分につ

き、判決に影害を及ぼすこと明らかであり、かつ原判決を破棄しなければ著しく正

義に反するから、原判決中右部分は、破棄を免れず、なお、この点に関しては、さ

らに事実を調査する必要があるから、右部分に関する本件を原裁判所に差し戻すの

が相当である。

　よつて、被告人Ａの原判決中同被告人の第一審判決判示第二の罪および同判決判

示第三の罪に関する部分に対する本件上告ならびに被告人Ｂの本件上告については、

刑訴四一一条一号、四一三条本文により、被告人Ａのその余の本件上告については、

同四一四条、三九六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
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